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ASEANと中国の協力関係は 1991年に始まった。1993年に中国はASEANの協議パートナーになり，

1996 年には完全対話国となった。2003 年に戦略的パートナーシップ関係が構築され，戦略的パートナー

シップのための行動計画が2006年に開始された。行動計画は５か年計画であり，現在は2021−25年計画

が実施されている。行動計画は政治安全保障，経済，社会文化の３分野の協力が中心となった包括的なもので

実施のための制度・枠組み・事業などは 100を超える。ASEANと中国の経済関係は順調に発展し，2009

年以降中国はASEANの最大の貿易相手国となっており，2020年にはASEANが中国の最大の貿易相手国

となった。ASEAN中国関係を拡大させた制度・政策は，ASEAN中国 FTAをはじめ，2013年以降の一帯

一路政策などがあげられるが，経済分野の行動計画も重要である。経済分野の行動計画は，貿易投資，金融，

農業，ICT，観光，エネルギーなど広範な分野を対象としている。中国のASEANに対する経済協力は長期

的，包括的に実施され，段階的に拡大強化されており，極めて戦略的である。
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はじめに

ASEAN と中国の経済関係は拡大・緊密化

を続けている。中国は 2009 年に日本を抜いて

ASEAN の最大の貿易相手国となり，2020 年
にはASEANが中国の最大の貿易相手国となっ

た。中国はASEANへの第 4位の投資国（2020

年）であり，経済協力も増加している。経済
関係の拡大の主力となったのは企業の貿易投

資活動であるが，活発な企業活動を支えたの
はASEAN 中国間の経済協力のための制度や

政策である。ASEANと中国の経済活動を支援

した制度や政策としては，まずASEAN 中国
（ACFTA）があげられる。ACFTA は物品貿

易，サービス，投資，紛争解決の 4つの協定か
らなる。ACFTAは企業の使いやすさの改善な

どを目的に何度か修正されてきており，現在多
くの企業に利用されている。

次にASEAN 中国戦略的パートナーシップ

のための行動計画が重要である。行動計画は，
①政治安全保障協力，②経済協力，③社会文化
協力を対象とする包括的マスタープランであ

る。2006 年から開始された 5か年計画であり，
現在は第 4 次（2021－2025）計画が実施され

ている。ASEANと中国の経済協力では，2013

いしかわ・こういち　日本貿易振興会（ジェトロ），国際貿易投資
研究所を経て亜細亜大学アジア研究所所長・教授を経て，2019 年
より現職。専門はASEANの経済発展と経済統合，著書に『アジア
の経済統合と保護主義』（共著，文眞堂，2019 年）など多数。
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年に開始された中国の一帯一路構想が重要なこ

とは論を俟たない。ASEAN10 か国は一帯一路

構想に参加し，鉄道，道路，港湾などのインフ
ラ整備を進めている。ただし，ASEANにおけ
る一帯一路は極めて大きなテーマであり，本論
では対象としていない1）。

本論文は，経済協力分野の行動計画に焦点を
あてて，概要，特徴などを検討し，現行の行動
計画（2021－2025）について論じている。まず

地域協力機構としてのASEAN と中国の関係

と協力の発展の経緯を概観し（第Ⅰ節），次に
経済協力の多様なメカニズムをみるとともにそ

の中核となっている行動計画の内容を検討して

いる（第Ⅱ節）。さらに，2021 年から 2025 年
までの現行の行動計画についてACFTAに焦

点をあてて論じ（第Ⅲ節），最後に米中対立の
中での中国のASEAN への経済協力を評価し

ている（おわりに）。

Ⅰ　中国と ASEAN のパートナーシッ
プ関係の発展

１．ASEAN と中国の外交関係は 1991 年に

開始

中国のASEAN との外交・経済協力関係は

1991 年に開始された。ASEAN が創設された

1967 年は東西冷戦とベトナム戦争のただ中で

あり，中国とASEAN は対立と不信の関係に
あった。中国は東南アジア各国で反政府闘争

を行っていた各国の共産党を支援し「革命の

輸出」を行おうとしていた。1970 年代に入る

と，中国は，ASEAN加盟国との関係正常化に
乗り出し，マレーシア，フィリピン，タイとの
国交を正常化した。しかし，1965 年の 9 月 30
日事件により 1967 年 10 月に国交が凍結され

たインドネシアとの国交正常化は 1990 年 8 月

だった。また，ベトナム戦争当時兄弟の関係と
いわれたベトナムとの関係は，1979 年の中国
軍のベトナム侵攻により断絶し，回復したのは
1991 年 11 月だった。ベトナムとの国交正常化

により現在ASEAN に加盟している全ての国

との国交が正常化した。加盟国との関係正常化

を踏まえ，中国はASEAN との関係構築に乗
り出した2）。

1991 年 7 月にクアラルンプールで開催され

た第 24 回 ASEAN外相会議開会式に銭其琛外

相がマレーシア政府の招待により出席したこと

から中国とASEAN との関係は始まった（以

下，表１参照）。1993 年にはASEAN事務局長

が初めて訪中し，中国はASEAN の協議パー
トナー（Consultation Partner）となった。

1994 年には，安全保障対話を行うメカニズム
であるASEAN 地域フォーラム（ARF）に創

設と同時に加盟した3）。また，同年 7月には，
ASEAN事務局長と中国外相が経済貿易協力合

同委員会と科学技術協力合同委員会の設立に合

意しており，両国・地域の経済協力の第一歩と
なった。1996 年 7 月には ,中国は ASEAN の
対話国（Full Dialogue Partner）となった4）。

1997 年 12 月にクアラルンプールで初の

ASEANプラス 3（日中韓）首脳会議が開かれ

たが，同時に中国とASEAN の第 1 回首脳会
議が開催され，その後定例化された。同会議
では，「21 世紀に向けての善隣・信頼のパート
ナーシップ共同宣言」が調印された。宣言で

は，善隣友好，ハイレベルの交流と対話，2 国
間（中国とASEAN加盟国）および多国間（中

国とASEAN）の協力強化，南シナ海での紛争
を含む紛争の平和的手段での解決を謳ってい

る。中国は，ASEANの東南アジア非核兵器地
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帯条約を歓迎する一方で，ASEANは「一つの
中国」政策を確認している。同宣言は，中国
とASEAN が相互に地域における重要な役割

を確認，評価し，政治・安全保障，経済など広
範な協力関係を発展させることを明らかにし

た，中国ASEAN 関係の発展において画期的
なものである。同宣言に続く 5年間で，中国は
ASEAN加盟 10 カ国と 2 国間で「21 世紀に向

けての行動宣言」に署名している。2000 年に

中国はASEAN中国 FTA（ACFTA）の 10 年

以内設立を発表した。

２．戦略的パートナーシップ構築と包括的経済

協力枠組み協定

21 世紀に入ると協力関係は拡大・緊密化し，
具体的な協力が動き出している（表２）。青山

（2013）は，中国がASEAN重視を打ち出した
背景には 2002 年 11 月の中国共産党第 16 回全

国代表大会で 21 世紀の最初の 20 年間を「戦略

的チャンス」としてとらえ，周辺国は最も重要
な地域として重視されるようになったことがあ

ることを指摘している5）。中でも重要なのは，
2002 年の包括的経済協力枠組み協定，2003 年
の「平和と繁栄のための戦略的パートナーシッ

プ共同宣言」である。

戦略的パートナーシップ宣言は，中国と
ASEANが政治，安全保障，経済，社会，国際
関係およびアジア地域で包括的な協力を行うこ

とを明らかにしている。宣言で謳われた協力を

具体的な計画にまとめたものが，2004 年の首
脳会議で採択された戦略的パートナーシップ行

動計画（行動計画）である。行動計画は 2006

年から 2010 年の 5 年間の協力のマスタープラ

ンである。その内容は広範なもので，政治安全
保障協力で 7計画，経済協力で 13 計画，機能
的協力で 9計画，国際および地域協力で 4計画

表１　中国とASEANの経済交流の発展（1991年から2000年）

1990 年 インドネシアとの国交正常化（8 月），シンガポールとの国交樹立（10 月）

1991 年 ブルネイとの国交樹立（9 月），ベトナムとの国交正常化（11 月）

1991 年 7 月 24 回 ASEAN外相会議に銭其琛中国外相出席，初の非公式外相会談

1993 年 9 月 ASEAN事務局長中国訪問

中国，ASEANの協議パートナーになる

1994 年 7 月 中国外相ASEAN事務局長，貿易・経済，科学・技術の合同委設立合意

1994 年 高級事務レベル（SOC）政治協議に合意

1994 年 7 月 中国，第 1回ASEAN地域フォーラム（ARF）に参加

1995 年 4 月 第 1回高級事務レベル政治協議

1996 年 7 月 中国，ASEANの対話国となる，中国，第 29 回 ASEAN拡大外相会議に初参加

1997 年 2 月 第 1回ASEAN中国合同協力委員会（JCC），ASEAN中国協力基金設立

1997 年 中国，アジア通貨危機でASEAN支援

1997 年 12 月 ASEANプラス 3首脳会議，第 1回ASEAN中国首脳会議（以後毎年開催），「21 世紀に向けての善隣・
信頼のパートナーシップ」共同宣言

中国はその後ASEAN加盟国と共同宣言に基づき枠組み文書に署名，各国との協力プログラムを発表

2000 年 中国の提案によりASEAN中国 FTAの専門家による研究を開始

（出所）ASEAN中国サミットの議長声明，共同声明などにより作成。
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を定め，実施の枠組み，メカニズム，具体的プ
ログラムなどを明らかにしている。行動計画

は，その後 5 年ごとに策定され，現在は 2020
年 11 月の ASEAN中国外相会議で採択された

行動計画（2021－2025）が実施されている（後

述）。

中国は 2003 年に ASEANの基本条約である

東南アジア友好協力条約（TAC）の域外大国

として初の署名国となるとともにASEAN の

初の戦略的パートナーとなった。東南アジア友

好基本条約は，①独立，主権，平等，領土保全
の尊重，②国外からの介入に対し国家の存在を
主導する権利，③内政不干渉，④紛争の平和的
解決，④威嚇，武力行使の放棄，⑤協力，を基
本原則とし，経済協力など協力を行うことを明
記している。

戦略的パートナーシップは 2021 年の第 24 回

サミットで「包括的戦略パートナーシップ」に

格上げされた。2010 年には ASEAN 大使を任

命している。包括的経済協力枠組み協定は，物

表２　中国とASEANの経済交流の発展（2001年から2010年）

2001 年 11 月 ASEAN中国 FTA（ACFTA）の 10 年以内設立を発表，メコン流域開発を 21 世紀の優先プログラムと
することに合意

2002 年 11 月 包括的経済協力枠組み協定調印（2003 年 7 月発効），農業協力についての覚書調印

南シナ海行動宣言（DOC），非伝統的安全保障分野における協力宣言に調印

2003 年 10 月 中国，ASEAN域外国として初めて東南アジア友好協力条約（TAC）に調印

「平和と繁栄のための戦略的パートナーシップ共同宣言」に調印，中国は初のASEANの戦略的パート
ナーシップ国となる，中国TAC加入（初の域外国加入）

情報通信技術協力についての覚書，包括的枠組み協定修正議定書に調印

2004 年 1 月 アーリーハーベスト開始，輸送協力についての覚書調印

2004 年 9 月 ASEAN全加盟国，中国を市場経済国と認定

2004 年 11 月 戦略的パートナーシップのための行動計画（2005－ 2010）採択，ACFTA物品貿易協定調印

中国ASEAN博覧会（CAEXPO）南寧で開催（以後，毎年開催）

2005 年 7 月 ACFTA物品貿易協定発効，関税引下げ開始

2005 年 8 月 南シナ海行動宣言（DOC）実施のための第 1回合同作業部会

2006 年 ASEAN中国友好協力年

2006 年 10 月 ASEAN中国対話関係 15 周年記念サミット（南寧），ASEAN中国博覧会南寧で開催（毎年開催）

ASEAN中国ビジネス投資サミット開催（南寧）

2006 年 12 月 ASEAN中国物品貿易協定修正議定書調印，包括的経済枠組み協定第 2修正議定書調印

2007 年 1 月 第 10 回サミットでASEAN中国サービス貿易協定調印（7 月発効），農業協力覚書調印

ASEAN中国衛生植物検疫（SPS）協力強化議定書，ASEAN中国海上輸送協定などに調印

2009 年 8 月 第 12 回サミットで中国ASEANセンター設立議定書，ASEAN中国任意規格・強制規格・適合性評価
手続き分野の協力強化議定書署名，ASEAN中国相互留学生 10 万人計画（2020 年目標）開始。

2009 年 中国ASEANの最大の貿易相手国（シェア 11.6％）になる

2009 年 10 月 投資協定調印（2010 年 1 月発効），物品貿易協定修正第 2議定書調印

2010 年 ASEAN中国友好年，ASEAN中国自由貿易地域実現

2010 年 10 月 ASEAN大使任命，大使館にASEAN代表部開設

（出所）表 1と同じ。
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品貿易，サービス貿易，投資および経済協力分
野について包括的な経済協力を行うことを定

めている。物品貿易協定は 2004 年 11 月に調

印，2005 年 7 月に発効し，サービス貿易協定
は 2007 年 1 月に調印，同年 10 月に発効，投資
協定は 2009 年 8 月に調印，2010 年 1 月に発効
締した。

優先協力分野は，①農業，②情報通信技術
（ICT），③人的資源開発，④相互投資，⑤メコ
ン河流域開発，の 5 分野である。なお，2005
年 3 月の第 6 回 ASEAN 中国合同協力委員会

で，中国は，①エネルギー，②輸送，③文化，
④観光，⑤公衆衛生，を新たな優先分野として
追加することを提案している。2007年のサミッ

トで，環境が 11 番目の優先協力分野として追
加された。

農業は枠組み協定と同時に「農業協力覚書」

が調印された。農業協力は，中国が農水産業分
野でASEANへの専門家派遣，中国での訓練，
機材供与を行うもので，経費は全額中国が負担
する。ICTは 2003 年 10 月に「ICT協力覚書」

が調印され，2005 年 5 月に北京，上海などで，
「ASEAN-中国 ICTウィーク」が開催された。

交通については，2004 年 11 月に「交通協力に
ついての覚書」が調印され，すでに 3つのプロ
ジェクトが実施されており，ASEAN中国海運
協力枠組みが検討されている。2004 年 11 月に

は中国ASEAN 博覧会（CAEXPO）が南寧で

開催され，その後毎年開催されている。同時に
ASEAN中国ビジネスサミットが開催されてい

る。中国とASEAN の経済交流は急速に拡大

し，2009 年には中国は日本を抜いてASEAN
の最大の貿易相手国となった。

３．多様な分野で協力を推進

2011 年以降，ASEAN－中国関係は緊密化
し，相互により重要となっており，多様な分野
で協力が進められている（表３）。中国は 2009

年以降 ASEAN の最大の貿易相手国となって

いるが，2021 年には ASEAN が中国の最大の
貿易相手国となった。ASEAN中国は相互に最

大の貿易パートナーとなり，経済面の重要性
と相互依存は一層大きくなった。2012 年には

2010 年に任命したASEAN大使を常駐大使に

格上げし，ジャカルタに常駐ASEAN 代表部
を開設した。2018 年の首脳会議ではASEAN

中国戦略的パートナーシップビジョン 2030 が

採択されている。2021年には戦略的パートナー

シップから包括的戦略パートナーシップに格上

げされた。2011 年 11 月に北京にASEAN中国

の貿易，投資，観光，文化交流を行うASEAN
中国センター（ASEAN-China Center）が開

設されている。

経済連携分野で重要なのは，2015 年 11 月の
「包括的経済協力枠組み協定および特定の協定

修正議定書（ACFTAアップグレード議定書）」

の調印である。同議定書は原産地規則など物品

貿易，サービス貿易，投資の 3協定の改定を行
うもので 2019 年 8 月に全加盟国で発効した。

経済連携や貿易投資分野から教育，環境，連
結性，メコン開発，デジタル化などの分野での
協力に重点が移るとともに 2020 年の新型コロ

ナ感染症（COVID-2019）発生以降はコロナと

の戦いでの協力に重点が置かれている。

教育分野では，2010 年に中国ASEAN 教育
大臣ラウンドテーブルを開催し，2020 年まで
に留学生を双方向で各々 10 万人とする目標を

設定し，2015 年を ASEAN 中国教育交流年と
した。2018 年 7 月には ASEAN 中国教育協力
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表３　中国とASEANの経済交流の発展（2011年から2022年）

2011 年 ASEAN中国交流友好年

2011 年 11 月 行動計画（2011－2015），ASEAN中国センターを北京に開設，事務総長任命

2012 年 5 月 ASEAN中国科学技術パートナーシッププログラム開始

2012 年 9 月 包括的経済協力枠組み協定第 3修正議定書（制度的変更），貿易の技術的障害 (TBT)およぶ衛生植物検
疫措置（SPS）を物品貿易協定に組み込む議定書調印

2012 年 9 月 ASEAN大使を常駐大使に昇格，ASEAN常駐代表部解説

2012 年 11 月 ASEAN中国特別交通大臣会議（南寧）

2013 年 9 月 ASEAN経済大臣会議ロードショーを中国で開催

2014 年 ASEAN中国文化交流年

2014 年 9 月 第 11 回 ASEAN中国博，21 世紀海上シルクロード共同建設をテーマに開催

2015 年 ASEAN中国海洋協力年

2015 年 11 月 包括的経済協力枠組み協定および特定の協定修正議定書（ACFTAアップグレード）調印

2016 年 ASEAN中国教育交流年

2016 年 3 月 第 1回メコン瀾滄江協力（MLC）首脳会議（海南島三亜）

2016 年 8 月 中国ASEAN教育大臣ラウンドテーブル

2016 年 11 月 ASEAN中国環境協力戦略（2016-2020）および行動計画（2016-2020）採択

2017 年 外相会議南シナ海行動規範（COC）枠組み採択

2017 年 11 月 ASEAN中国観光協力共同声明，ASEAN中国反腐敗包括的協力共同声明

2018 年 ASEAN中国イノベーション年

2018 年 3 月 南シナ海行動規範（COC）に関する正式交渉開始

2018 年 7 月 ASEAN中国教育協力ウィーク開催，ASEAN中国教育芸術協力作業計画 2019-2021 採択

2018 年 11 月 ASEAN中国科学技術イノベーション協力共同声明採択，ASEAN中国戦略的パートナーシップビジョ
ン 2030 採択

2019 年 ASEAN中国メディア交流年，ACFTAグレードアップ議定書全ての国で発効

2019 年 7 月 ASEAN中国メディア協力ハイレベル会議とフォーラム，ASEAN中国教育ウィーク

2019 年 8 月 ASEANスマートシティネットワーク（ASCN）会議と展示会（バンコク）に中国参加

2020 年 ASEAN連結性マスタープラン（MPAC）2025 と一帯一路構想（BRI）の相乗効果についての共同声明，
ASEAN中国スマートシティ協力共同声明

2020 年 6 月 ASEAN中国デジタル経済協力年，新型コロナ感染症（COVID-19）対策での協力（2 月特別外相会議，
5 月経済大臣会議，7 月交通大臣会議）

2021 年 ASEAN中国デジタル協力年セレモニー「ICTとデジタル化協力でコロナと戦う」，ASEAN中国デジ
タル経済パートナーシップイニシアチブ採択

2021 年 4 月 ASEAN中国持続的開発目標（SDG）協力年，行動計画（2021-2025），ASEAN中国環境協力戦略と行
動計画（2021－2025），COVID-19 対策での協力（ASEAN包括的リカバリー枠組み（ACRF）への支
援についての共同声明など）

2021 年 7 月 ASEAN中国対話関係 30 周年記念特別外相会議（重慶）

2021 年 11 月 包括的戦略パートナーシップに格上げ

2022 年 1 月 RCEP 発効

（出所）表 1と同じ。
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ウィークが開催され，ASEAN 中国教育と芸
術協力作業計画（2019－2021）が採択されて

いる。2012 年には ASEAN 中国科学技術協力

パートナーシップ，ASEAN中国海洋協力パー
トナーシップ，ASEAN 中国観光協力パート
ナーシップが結ばれ，ASEAN中国シンクタン
クネットワークが作られ，中国はこれらの分野
の協力のため 500 万ドルの支援を発表した。

2015 年は ASEAN 中国海洋協力年とされ，
同年の第 11 回中国ASEAN博覧会は「21 世紀

海のシルクロード建設」というテーマで開催

された。2016 年には，ASEAN 中国環境協力
戦略（2016－2020）が採択され，2020 年には
ASEAN中国環境協力戦略と行動計画（2021－

2025）が採択された。2017 年には ASEAN 中

国観光協力共同声明が発表された。メコン開

発では 2018 年 1 月にメコン瀾滄江（MLC）協

力首脳会議が開催され，MLC協力と GMS（大
メコン圏）協力の相乗効果を高めることが指

向された。また，連結性では中国の一帯一路
構想（BRI）と ASEAN 連結性マスタープラ

ン（MPAC）の相乗効果も求められており，
2019 年 11 月に「ASEAN連結性マスタープラ

ン（MPAC）2025 と一帯一路（BRI）の相乗

効果に関するASEAN 中国共同声明」が採択

されている。2021 年の首脳会議では中国シン

ガポール連結性イニシアチブ－新国際陸海貿易

回廊（CCI-ILSTC）6）による連結性の推進への

期待が表明された。

2018 年 11 月には，ASEAN中国科学技術イ
ノベーション協力共同声明が採択され，中国は
ASEANスマートシティネットワークへの支援

を発表している。2019年 8月のASEANスマー

トシティネットワーク（ASCN）会議と展示会

に中国が参加し，ASEAN中国スマートシティ

協力イニシアチブ共同声明が発表された。2020

年 6 月には ASEAN 中国デジタル経済パート

ナーシップが採択された。

2020 年になると，COVID-19 の感染拡大
に伴い，コロナ対策で中国の ASEAN 支援
が行われている。2 月に COVID-19 に関する

ASEAN中国外相会議，5 月にはASEAN中国
経済大臣会議，7 月にはASEAN中国交通大臣
会議が相次いで開催された。中国は COVID-

19ASEAN 対応基金と ASEAN 包括的リカバ

リー枠組みに支援を行うとともにワクチン提供

を約束した。2021 年 11 月にはASEAN包括的

リカバリー枠組みを支持・協力する共同声明を

採択している。

Ⅱ　中国と ASEAN の協力の 
概要と特徴

１．協力の枠組みとメカニズム

１）重層的かつ多角的な枠組みで協力

中国とASEANの協力は，すでに 30 年を経
過しており，包括的で緊密な関係となってい
る。

実体経済面でも中国は 2009 年以降ASEAN

の最大の貿易相手国であり，2020 年には
ASEAN が中国の最大の貿易相手になるなど

拡大，緊密化している。中国とASEAN の協
力は重層的な枠組みで進められている。基本

的にはASEAN+1（中国）という枠組みで進

められているが，金融協力はチェンマイ・イ
ニシアチブやアジア債券市場イニシアチブな

どASEAN+3（日中韓：APT）の枠組みで進

められている。また，安全保障協力はASEAN
地域フォーラム（ARF），ASEAN拡大国防大
臣会議（ADMMプラス）などより多くの国が
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参加する枠組みで協議されている。メコン川開

発は，メコン首脳会議など流域国 6カ国（ラオ

ス，ミャンマー，カンボジア，ベトナム，タ
イ，中国）の枠組みで進められているなど多

様な協力枠組みが存在する。東アジアサミット

（EAS）もマルチのメカニズムの一つである。

協力の仕組みも多角的であり，ASEAN中国
首脳会議を頂点に多くの協議，協力の枠組み
が作られている。首脳会議の下には，外相会
議を初めとする閣僚レベルの会議，高級事務
レベル協議が設置されている。ASEAN中国首

脳会議は，1997 年の非公式首脳会議以降定例
化され，2022 年に第 24 回公式首脳会議が開催
されており，特別首脳会議も 2003 年の新型肺
炎（SARS）についての特別首脳会議など何度

か開催されている。ASEAN と米国の外交関

係は 1977 年に始まったが，首脳会議は 45 年
間で 10 回（ほかに特別首脳会議が 2回）であ

り，首脳会議レベルでの関係が米国に比べ緊
密であり，中国がASEAN を重視しているこ
とを示している7）。ちなみに中国は東南アジア

友好協力（TAC）に参加した最初のASEAN

域外国であり，東南アジア非核兵器地帯条約
（SEANWFZ）に参加した最初の核保有国であ

る。さらに，ASEANとの FTA締結，戦略的
パートナーシップ（2003 年）および包括的戦

略的パートナーシップ（2021 年）8）関係を結ん

だ最初の国でもある点でもASEAN 重視姿勢

が示されている。

閣僚会議は，外相会議のほか，国防，経済，
交通，教育，税関協力，衛生，通信，メディ
ア，法の施行など多くの分野で毎年開催されて
いる。これらの分野では，高級事務レベル協議
が閣僚会議に先立ち行われている。実施レベル

では，ASEAN中国合同協力委員会（ACJCC）

が毎年ジャカルタで開催されており，ASEAN
各国の常駐代表と中国のASEAN 常駐大使が

参加している。ACJCC は行動計画とASEAN

中国基金を管轄しており，中国政府はASEAN
と中国の協力の円滑な実施のためASEAN 事

務局に専門家を派遣している。ASEAN中国基

金が設立されたときに中国は 1000 万ドルを拠

出した。

２．協力を実施するための多くのメカニズム

協力を実施するために様々な協定や議定書

（MOU）が締結されている。経済協力では，
2002 年に包括的経済協力枠組み協定が締結さ

れ，その後物品貿易協定，サービス貿易協定，
投資協定，紛争解決協定が締結された。これら
のACFTA関連協定は修正議定書により改定

されている。さらに，衛生植物検疫（SPS），
貿易の技術的障害（TBT）分野の協力に関す

る議定書が 2007 年と 2009 年に調印されてい

る。交通では，交通協力協定，海上交通協定，
航空協定が締結されている。議定書は，農業，
交通協力，文化，知的財産，ICT，衛生，観光
など多くの分野での協力のために締結されてい

る。

様々なレベルの会議や協議の決定内容は，協
定や議定書など法的な文書になるとともに戦略

や行動計画（後述）として具体的な措置や施策

がACJCC により決められ実施される。具体的

な施策は，委員会，フォーラムやビジネスサ
ミットなど会議や交流の開催，展示会開催，研
修や訓練など能力構築，基金の設立，協力セン
ターの設立，中国による資金の供与など様々で
あり，こうした協力メカニズムは 200 を超え
るといわれる9）。2004 年に南寧で開始された

中国ASEAN 博覧会（CAEXPO）は毎年開催
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されており，2500 を超える参加企業，5 万人を
超える参加者がある大規模な展示会に発展し，
ASEAN中国ビジネス投資サミット（CABIS）

が併催されている10）。また，2011 年には北京
に貿易投資観光文化交流を目的にASEAN 中

国センターが常設の協力機関として開設され，
ほかにはASEAN 中国技術移転センターが設

立されている。ちなみに日本では日本アセア

ンセンターが 1981 年に設立され貿易投資観

光分野での交流を実施しており，ASEAN と
協力の先駆的な事例となっている11）。協力は

ASEANと中国の共同事業として実施されてい

るが，ASEANのプログラムや事業に中国が資
金拠出など協力する形態でも行われている。

３．極めて広範な協力分野

協力対象分野は第 1 節と第 2 節でみたよう

に極めて広範である。現在実施中の行動計画

では，政治安全保障協力は，①政治安全保障
対話と協力の深化，②東南アジア友好協力条
約（TAC），③東南アジア非核兵器地帯条約
（SEANWFZ）議定書の協議継続，④南シナ海
行動宣言（DOC）の全面的な実施と行動規範

（COC）の策定，⑤人権協力，⑥越境犯罪との
戦いと非伝統的安全保障への取組み，⑦反腐
敗協力，⑧防衛協力の 8 分野が対象である。
経済協力は，①貿易投資協力，②金融協力，
③食糧農業協力，④衛生植物検疫（SPS）およ

び貿易の技術的障害（TBT）協力，⑤海洋協
力，⑥ ICT協力，⑦科学イノベーション協力， 
⑧輸送協力，⑨観光協力，⑩エネルギー・鉱物
資源協力，⑪税関協力，⑫知的財産協力，⑬零
細中小企業協力，⑭生産能力協力の 14 分野で
ある。社会文化協力は，①公衆衛生協力，②教
育システム及び教育へのアクセス協力，③文

化スポーツの交流と協力，④労働およびシビ
ルサービス協力，⑤社会保護と貧困削減協力， 
⑥環境保護と保全，天然資源の持続的使用協
力，⑦メディアの交流と協力，⑧災害管理と緊
急対応協力，⑨人的交流の 9分野が対象となっ
ている。ほかに，連結性，スマートシティ，持
続的開発，ASEAN統合イニシアチブと格差縮
小，サブリージョン協力が行われる。

Ⅲ　経済協力分野の行動計画 
（2021−2025）

１．変化する対象分野

戦略的パートナーシップ宣言は，中国と
ASEANが政治，安全保障，経済，社会，国際
関係およびアジア地域で包括的な協力を行うこ

とを明らかにしており，協力を具体的な行動計
画にまとめたものが，戦略的パートナーシッ
プ行動計画（行動計画）である。行動計画は

ASEANと中国の政治安全保障，経済，社会文
化などの分野での協力や交流の全体像を示して

いる。最初の行動計画は，2006 年から 2010 年
までの 5年間を対象に 2004 年の首脳会議で採

択された。その後，5 年ごとに行動計画は策定
されており，現在は 2020 年 11 月に採択された
2021 年から 2025 年までの第 4次計画が実施さ

れている。

経済協力の対象分野は，ACFTA，金融，農
業，情報通信技術（ICT），観光，エネルギー
などは第 1 次から第 4 次まで変わっていない

（表４）。第 2次では，品質管理，税関，知的財
産権が加わり，BIMP-EAGAはメコン川流域
開発を加えてサブリージョン開発となった。

第 3次では，農業が食糧農業林業となり，海洋
協力，科学技術イノベーション，宇宙が加わっ
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た。開発格差縮小とメコン川流域開発とサブ

リージョンは経済協力と別建てになった。第 4

次では，ACFTAが貿易投資協力と名称を変え
対象を拡大している。また，SPS と TBTが加
わり，産業協力は生産協力に名称が変わった。
「3．経済協力」とは別建てで，4．連結性，5．
スマートシティ協力，6．SDG，7．ASEAN
統合イニシアチブ，9．サブリージョン協力

（BIMP-EAGAとメコン開発）が提示されてい

る。

現行の第 4 次行動計画は，政治安全保障協
力，経済協力，社会文化協力の 3 大分野に加
え，連結性，スマートシティ，持続的開発，
ASEAN 統合イニシアチブと格差縮小，サブ
リージョン，地域間および国連における協力，
実施およびモニタリングから構成されている。

政治安全保障協力，経済協力，社会文化協力の
行動計画は包括的で全体で 31 を数える。ここ

では，経済協力分野の行動計画についてみる。
経済協力分野の行動計画は 14 の分野をとりあ

げており，連結性については別に行動計画が示
されている（付表）。

２．中心となる ACFTA

経済協力分野で最も重視されてきたのは

ACFTAである。ACFTAは 2001 年 11 月にブ

ルネイで開催されたASEAN 中国首脳会議で

10 年以内の設立が合意された。1 年後の 2002

年 11 月には「ASEANと中国の包括的経済協

力に関する枠組み協定（枠組み協定）」が締結

され，2003 年 7 月に発効した。枠組み協定は，
物品の貿易，サービス貿易，アーリーハーベス
ト，投資，経済協力，紛争解決メカニズム，交
渉スケジュールなどについて規定している。枠

組み協定の発効の翌年（2004 年）に紛争解決

メカニズム協定が調印され，その後，物品貿
易，サービス貿易，投資に関する協定が順次調
印された。

枠組み協定は，①実質的に全ての物品を自
由化，②相当な分野でのサービス貿易自由化， 
③開かれ競争的な投資レジーム，④ASEAN
新規加盟国の特別待遇，④センシティブな分野
への柔軟な取り扱いと互恵主義などを原則と

するとしている。交渉は，アーリーハーベス
ト，物品の貿易，サービス貿易，投資の順で段

表４　経済協力分野の行動計画

第 1次（2005－2010） 第 2次（2011－2015） 第 3次（2016－2020） 第 4次（2021－2025）

１．ASEAN中国 FTA
２．投資協力
３．金融協力
４．農業協力
５．情報通信協力
６．交通協力
７．観光協力
８．エネルギー協力
９．メコン川流域開発協力
10．ASEAN統合イニシア
チブ

11．東ASEAN成長地域
(BIMP-EAGA)

12．中小企業協力
13．産業協力

１．ACFTA
２．金融協力
３．農業協力
４．ICT協力
５．交通協力
６．観光協力
７．エネルギー・鉱物協力
８．品質管理協力
９．税関協力
10．知的財産権協力
11．開発格差縮小
12．メコン川流域およびサ
ブリージョン開発協力

13．SME協力
14．産業協力

１．ACFTA
２．金融
３．食糧農業林業
４．海洋協力
５．ICT
６．科学技術イノベーショ
ン

７．宇宙協力
８．交通
９．観光
10．エネルギー・鉱物協力
11．品質検査
12．税関
13．知的財産
14．SMEs
15．産業協力

１．貿易投資協力
２．金融協力
３．食糧農業協力
４．SPS およびTBT
５．海洋協力
６．ICT協力
７．科学技術イノベーショ
ン協力

８．交通協力
９．観光協力
10．エネルギー・鉱物資源
協力

11．税関協力
12．知的財産協力
13．零細中小企業協力
14．生産協力

（出所）ASEAN, Plan of Action to Implement the ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity.
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階的に行われ，アーリーハーベストは 2004 年
1 月に開始された。枠組み協定は 2003 年 10 月

（原産地規則，運用上の証明手続きなど），2006
年 12 月（フィリピンのアーリーハーベスト品

目），2012 年 12 月（ACFTA合同委員会設立）

に修正され議定書が調印されている12）。2015

年 12 月には，枠組み協定，物品貿易協定，
サービス貿易協定，投資協定を一括して修正す
るACFTAアップグレード議定書が調印され

た（後述）。

（物品貿易協定）

物品貿易協定は，2004 年 11 月に調印され，
2005 年 7 月に発効した13）。ノーマル・トラッ

ク品目については 2010 年 1 月 1 日にASEAN6

と中国の間では関税が撤廃された。CLMVの

ノーマル・トラック品目の関税撤廃は 2015 年

1 月である。例外品目は，センシティブ・ト
ラック品目と高度センシティブ・リスト品目に

分けられる。センシティブ・トラック品目は，
2012 年（CLMV は 2015 年）までに関税率を

20％，2018 年（CLMVは 2020 年）までに 0－

5％に引き下げる。HS6 桁で 400 品目かつ 2001

年の輸入の 10％以下（CLMVは 500 品目）の

範囲で各国が指定できる。高度センシティブ・

リスト品目はセンシティブ・トラックの 40％

あるいは 100 品目（CLMV は 150 品目）を上

限とし，2015 年（CLMVは 2018 年）までに関

税率を 50％以下に引き下げる。

センシティブ・トラック品目は，中国が 161
品目，ASEAN6 が 1197 品目を指定している。
インドネシアが最も多く 349 品目を指定し，
フィリピン，マレーシア，タイは 250 品目前後
を指定している。中国は，紙・紙製品が 73 品
目と極めて多いのが特徴である。ASEAN6 で

は，プラスチック・ゴム製品，衣類，鉄鋼・鉄
鋼製品が 3大指定品目であり，電気機械と輸送
機械が続いている。

高度センシティブ・リスト品目は，中国が
100 品目，ASEAN6 が合計で 358 品目を指定
している。中国は紙・紙製品が最多で，農産
品・食品も指定が多い。品目別にみると，農
産品・食品の指定が多いのが特徴であり，米
は中国，インドネシア，マレーシア，フィリピ
ン，タイで指定されている。中国は 26 品目で
あり，ASEAN6 は 128 品目で全体の 4 割を占
めている。ASEANでは輸送機械が 103 品目で

27％を占めている。乗用車は，中国，インドネ
シア，マレーシア，タイで指定されている14）。
原産地規則は付加価値基準のみが採用され，
関税番号変更基準は採用されていない（その

後，改正）。また，輸出国の輸出当該品目が
ノーマル・トラックの場合にのみACFTAの

特恵税率を適用するという互恵主義が採用され

ている。ACFTAは，①品目を関税率により分
類し段階的に関税引下げ，② 0－5％への引き
下げの多用，③ CLMVへの特別待遇，④互恵
主義などAFTAと共通点が多い。AFTAをモ

デルとしてACFTAに合意したことは中国の

ASEAN への配慮と ASEAN 重視を示してい

る。また，ASEANは中国を市場経済国として
認定している。

物品貿易協定は 2006 年 12 月に修正議定書が

調印され，ベトナムの関税削減スケジュールな
どが追記され，2010 年 11 月の第 2修正議定書
ではリ・インボイス，フォーム E有効期間の
延長などが規定された15）。2012 年には，貿易
の技術的障害（TBT），衛生植物検疫（SPS）

を組み入れる議定書が調印された。
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（サービス貿易協定）

ASEANと中国のサービス貿易協定（サービ

ス貿易協定）は，2007 年 1 月 14 日にセブで開
催されたASEAN中国の首脳会議で調印され，
同年 7 月に発効した16）。協定の正式名称は

「ASEANと中国の包括的経済協力に関する枠

組み協定のサービス貿易協定」である。サービ

ス貿易協定は，4 部 33 条と付属書から構成さ
れている（表５）。付属書は約束表（第 1パッ

ケージ）である。サービス貿易協定の構成と

内容は，GATS に極めて類似しており，規定
も GATS と同一の章が多い。市場アクセスに

おける自由化および内国民待遇を約束する分野

を約束表に記載するポジティブ・リスト方式と

なっており，GATS タイプの協定である。漸
進的な自由化方式を採用しており，パッケージ
方式で自由化を進める。第 1パッケージは本協

定の付属書となっており，施行後 1年以内に第
2パッケージを締結するとなっており，2011 年
11 月に第 2 パッケージ議定書が調印された。

パッケージ方式はASEAN のサービス貿易協

定（ASEANサービス枠組み協定：AFAS）と

同様である。

自由化の範囲と程度は，相当な範囲の分野を
対象とし，WTOで約束した自由化を超えると
している。CLMV（カンボジア，ラオス，ミャ
ンマー，ベトナム）は，AFTA同様に特別扱
いとなっている。　最恵国待遇の規定が設けら

れていないことも特徴のひとつである。サー

ビス貿易の FTAには最恵国待遇の規定がない

ものもあるが，NAFTA，米国シンガポール
FTA，米国豪州FFTA，日本メキシコFTA，
日本フィリピン FTAなど最恵国待遇の規定を

持つ FTAが多い。自由化（約束）の程度は，
国により大きく異なっている。約束表の記載が

統一されていないので単純な比較は出来ない

が，ベトナムとカンボジアが多くの分野で約
束を行い，モード別にみて自由化の程度が高
くなっている。サービス貿易協定はACFTA

アップグレード議定書で修正されている（後

述）。

表５　ASEAN中国サービス貿易協定の構成

第 1部
第 1条
第 2条

定義と適用範囲
定義
適用範囲

第 3部
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
第 24 条

特定の約束
市場アクセス
内国民待遇
追加的約束
特定の約束に関わる表
約束の適用と拡大
漸進的な自由化
特定の約束に関わる表の修正

第 2部
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条
第 9条
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
第 16 条
第 17 条

義務と規律
透明性
秘密の情報の開示
国内規制
承認
独占および排他的なサービス提供者
商慣習
セーフガード
支払および資金移動
国際収支擁護のための制限
一般的例外
安全保障のための例外
補助金
ＷＴＯ規律
協力
新規加盟国の参加の増大

第 4部
第 25 条
第 26 条
第 27 条
第 28 条
第 29 条
第 30 条
第 31 条
第 32 条
第 33 条

その他の規定
中央、地域、地方政府
連絡所
見直し
雑則
修正
紛争解決
利益の否認
発効
寄託者

（出所）ASEAN中国サービス貿易協定。
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（投資協定）

ASEAN中国投資協定は，2009 年 8 月 15 日
にバンコクのASEAN 中国経済貿易大臣会合

で署名された。正式名称は，「ASEANと中国
の包括的経済協力枠組み協定の投資協定」であ

り，全体で 26 条となっている（表６）。投資協

定はACFTAアップグレード議定書により修

正された（後述）。

ASEAN中国投資協定の特徴は，投資保護と
紛争解決については国際的に一般に採用されて

いる規定と同様な規定となっているが，投資自
由化の規定はレベルが高くないことである。投

資前の内国民待遇は認められていないし，パ
フォーマンス要求の禁止は全く規定されていな

い。投資家の移動，知的財産権，環境に関する
措置などの規定も置かれていない。

第 6条の非適合措置が，内国民待遇と最恵国
待遇の適用除外措置となっており，現在採用さ
れている措置および新たに採用される措置が非

適合措置となると規定されているため，現在の
外国投資に対する制限はそのまま維持されると

解釈できる。ただし，締結国は非適合措置の削
減に努めると規定されており，見直しのための
協議に入るとの規定があるため，今後交渉によ
り自由化分野を拡大して行くと考えられる。

３．第 4 次行動計画： 

ACFTA アップグレード議定書の実施

第 4 次行動計画ではACFTAは貿易投資協

力と名称を変え，ACFTA アップグレード議
定書（ASEAN中国包括的経済協力枠組み協定

改定議定書）の実施強化が中核となっている。

ACFTA は物品貿易，サービス貿易，投資の
協定が締結されている。各協定はその後修正議

定書が調印され，たとえば物品貿易では衛生植
物検疫（SPS），貿易の技術的障害（TBT）を

物品貿易協定に組み入れるための議定書が締結

されるなど自由化やルールが拡大されてきてお

り，ACFTAの物品貿易の関税撤廃率は 91.9％
（品目べース）に達している。TBTと SPS に

ついては，行動計画の 4として覚書の実施があ
げられている。

ACFTAアップグレード議定書は 2015 年 11

月に調印され，2019 年に全加盟国で発効した。
ACFTA アップグレード議定書は，①付加価
値基準のみだった原産地規則に関税番号変更

基準を追加，②税関手続きおよび貿易円滑化
規定を組み込み，③HSコードをHS2012 から
HS2017 に変更，④原産地証明書の FOB 価格
の記載を付加価値基準にのみ限定，⑤サービス
貿易で特定約束第 3パッケージを策定，⑥投資

表６　ASEANと中国の投資協定

第 1条
第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条
第 9条
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条

定義
目的
適用範囲
内国民待遇
最恵国待遇
非適合措置
投資の待遇
収用
損失の補償
移転と利益の送金
国際収支擁護のための措置
代位
締約国間の紛争

第 14 条
第 15 条
第 16 条
第 17 条
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
第 24 条
第 25 条
第 26 条

締約国と投資家の投資紛争
利益の否認
一般例外
安全保障例外
その他の義務
透明性
投資促進
投資円滑化
制度的取極め
他の協定との関係
一般見直し
改定
寄託

（出所）ASEAN中国投資協定。
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協定に投資促進円滑化規定を策定などACFTA

の使いやすさの向上を意図した多くの改善が行

われた17）。こうした使いやすさを意図した協

定の修正も手伝い，企業によるACFTAの利
用も拡大している。助川（2021）によると，タ
イのACFTA物品貿易協定の利用率は発効後

の 1割程度から 2013 年には 50％を超え，2018
年には 6割に達した18）。

RCEP の調印と早期の実施が含まれている

が，RCEP は 2020 年 11 月にインドを除く 15
か国で調印し，2022 年 1 月 1 日に発効（10 か

国）した。その後，2 月に韓国，3 月にマレー
シア，23 年 1 月にインドネシアで発効した。
RCEP は ACFTA に比べ，物品貿易，サービ
ス貿易，投資，貿易円滑化，TBT，SPS，自然
人の一時的移動，知的財産，電子商取引など
対象分野が広く，ASEANと中国の間の経済交
流の拡大に寄与することが期待される19）。た

だし，物品の貿易ではACFTAの物品貿易協
定がすでに活用されており，現時点ではRCEP
の利用は少ない20）。中国は CPTPP によりネ

ガティブな経済効果を受けるが，RCEP では輸
出，所得とも RCEP 参加国では最大の経済効
果を享受できると試算されている21）。

おわりに

バイデン政権はASEAN 重視外交を展開し

ている。2021 年には副大統領や国務長官など

主要閣僚がASEAN 各国を訪問し，2022 年 5
月にはASEAN との特別首脳会議をワシント

ンで開催するなど首脳会議を欠席しASEAN

軽視といわれたトランプ政権と対照的である。

2022 年 5 月に立ち上げたインド太平洋経済枠

組み（IPEF）には，ASEAN からカンボジ

ア，ラオス，ミャンマーを除く 7 国が参加し
た。こうした米国のASEAN 重視外交により

ASEAN および ASEAN 各国が米国寄りには

なったわけではない。たとえば，シンガポール
のリー・シェンロン首相は 2022 年 5 月に「シ

ンガポールはインド太平洋経済枠組み（IPEF）

に参加する」と語ると同時に「中国の CPTPP

加入を支持する」と語った22）。中国に対抗す

る戦略といわれる IPEF に参加するとともに

CPTPP 加入では中国寄りの姿勢をシンガポー

ルは明確にしたのである。米国の積極的なアプ

ローチにもかかわらず，中国との緊密な関係を
維持する背景には 30 年を越える中国の積極的

なASEAN およびASEAN 各国との協力とそ

の結果としての緊密な経済関係がある。

米中両国とも緊密な関係を維持するという姿

勢はその他のASEAN各国にも共通している。

このようなASEANの「米中均衡戦略」は，
ASEANが対立関係にある中国と米国双方と緊

密な経済関係を持っていること，ASEANの戦
略的に重要な位置や経済面での重要性から米中

両国ともASEAN を重視し，経済連携や経済
協力を積極的に進めていることにより可能と

なっている。ASEANはこうした位置を利用し

て米中双方から経済協力を獲得するという実利

外交を展開しているといえる。

ASEAN では中国をどのようにみているの

だろうか。シンガポールの東南アジア研究所

（ISEAS）の ASEAN 有識者意識調査 2022 年

版によると，東南アジアで最大の経済的影響
力を持っている国については，中国との回答
が 76.7％と米国（9.8％）を圧倒した23）。ちな

みに日本は 2.6％，EUは 1.7％である。自国へ
の中国の経済的影響力については，歓迎するの
35.8％に対し，懸念するが 64.4％だった。対照
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的に米国は歓迎が 68.1％，懸念が 31.9％であ
る。次に最大の政治的および戦略的影響力を持

つ国については，中国が 54.4％で最も多く米国
が 29.7％となっている。自国への政治的および
戦略的影響力については，中国は歓迎が 23.6％
に対し懸念が 76.4％，米国は歓迎が 62.6％に対
し懸念が 37.4％である。
このようにASEAN では中国の経済的影響

力が圧倒的に大きいと認識されており，警戒の
念をもたれている。政治的な影響力については

懸念の度合いはさらに大きい。グローバル社会

のために正しいことをする国としての信頼度

は，中国は信頼しないのほうが多く 58.1％，信
頼するが 26.8％と信頼度は低い。ちなみに信頼
するが最も多いのは日本で 54.2％である。
中国の経済的影響力の強化により，ASEAN
は「中国化する」あるいは「中国に飲み込まれ

る」という見方があるが，中国に対する警戒の
念は強く，信頼度は低い。米国や日本，EUな
ど他の対話国との関係も同時に強めており，一
方的に「中国化」し「中国に飲み込まれる」

という見方は中国の影響力を過大に評価して

いる。米中対立の構図の中でASEAN につい

ては，「板挟み論」や「踏み絵論」があるが，
ASEANは米中双方と協力を維持し，バランス
外交を展開している。中国とASEAN の経済

関係と経済協力，とくに中国のASEAN 協力
の動向を把握することは，東アジアの国際経済
秩序を理解し，日本のASEAN 政策を構築す
る上で不可欠である。

［注］
1）ASEANにおける一帯一路構想の状況と問題については，
石川幸一（2019）「「一帯一路構想」と ASEAN 連結性̶
ASEANの取組みと中国への期待̶」，平川均・町田一兵・
真家陽一・石川幸一『一帯一路の政治経済学』文眞堂，を参
照。直近の状況については，藤村学（2022）「メコン地域に

おける「一帯一路」の現状と展望：CLMを中心に」，『チャ
イナ+1 としてのメコン』ITI 調査研究シリーズ No.129，国
際貿易投資研究所を参照。
2）ASEANと中国の関係では，南シナ海の領域問題が極めて
重要であるが，執筆者の専門分野ではないため本論では経済
協力を中心に論じている。
3）1994 年のARFへの加盟国は，ASEAN6 カ国，日本，米国，
カナダ，豪州，ニュージーランド，韓国，EU，ベトナム，
中国，ロシア，パプア・ニューギニアの 17 カ国である。そ
の後，カンボジア，ラオス，東ティモール，インド，ミャン
マー，モンゴル，北朝鮮，パキスタンとEUが加盟し25カ国，
1 機関となっている。
4）1994 年の対話国は，日本，米国，カナダ，豪州，ニュージー
ランド，韓国，EUである。東アジアサミット（EAS）の参
加条件の一つはASEANの対話国である。その後，中国と
ロシアが加わった。
5）青山瑠妙（2013）『中国のアジア外交』東京大学出版会，
109 頁。本論で扱っていない南シナ海の領有権紛争，非伝統
的安全保障協力などを論じている。
6）重慶から広西チワン族自治区の欽州港まで鉄道輸送し，そ
こから東南アジアに海上輸送をするシンガポールと中国の輸
送プロジェクトで 2017 年に運用を開始した。
7）ASEANと米国の関係はオバマ政権時代に進展したが，ト
ランプ大統領は 3回連続でASEANとの首脳会議を欠席し
ASEAN諸国からASEAN軽視との失望を招いた。バイデン
政権は再びASEANを重視し，2022 年 5 月に米国で特別首
脳会議を開催した。石川幸一（2022）「米国のASEANへの
関与と経済協力」，『新たな国際経済環境とASEANおよび
各国の課題』，アジア研究所・アジア研究シリーズ No.107，
亜細亜大学アジア研究所，所収。
8）包括的戦略パートナーシップは中国とともに豪州とも結ば
れた。なお，米国とASEANは 2022 年に戦略的パートナー
シップから包括的戦略パートナーシップに格上げされた。中
国はパートナーシップ外交を進めており，江原（2018）によ
れば，地域協力機構の加盟国を含めると 180 か国とパート
ナーシップ関係を結んでいる。江原規由（2018）「一帯一路
と伙伴（パートナー関係）̶FTA関係への中国の布石̶」，
『現代の理論』第 19 号。
ASEANは 2003 年に中国と戦略的パートナーシップ関係

となり，その後，対話国と順次パートナーシップ関係を確立
した（韓国 2010 年，インド 2012 年，豪州 2014 年，日本，
米国 2015 年など）。
9）Shambaugh, D. (2021), “Where Great Powers Meet，
America & China in Southeast Asia” Oxford University 
Press, P147. 200 は過大と思われるが，100 を超えているこ
とは間違いない。

10）ASEAN中国博については，末廣昭（2018）「東南アジア
に南進する中国」，末廣昭，田島敏雄，丸川知雄編『中国・
新興国ネクサス　新たな世界経済循環』東京大学出版会，所
収，123-125 頁，が詳しい。

11）韓国にもASEANセンターが設立されている。
12）ACFTAの修正議定書については，助川成也（2021）「交
渉から 20 年を経たASEAN中国 FTA～対話関係樹立 30 年
で経済的存在感が高まる中国～」，『通商政策の新たな地平 
―畠山襄追悼論叢』ITI 調査研究シリーズ No.121，国際貿
易研究所，8-11 頁，が詳しく，本項での修正議定書につい
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ての記述は同論考に依拠している。
13）物品貿易協定については，石川幸一「始動したASEAN・
中国 FTA―その概要・影響・評価―」，『アジア研究所紀要』
第 32 号，2006 年 3 月，亜細亜大学アジア研究所，を参照。

14）助川成也泰日工業大学客員教授によると，タイでは電気自
動車（EV）はノーマル・トラックのため中国からの輸入が
2022 年に急増しているという（2022 年 12 月 10 日，亜細亜
大学アジア研究所での報告）。

15）助川（2021）による。
16）サービス貿易協定については，石川幸一（2007）「サービ
ス貿易自由化を開始するASEANと中国」，『季刊国際貿易
と投資』70 号，国際貿易投資研究所，を参照。

17）助川（2021）9-11 頁。
18）助川（2021）12 頁。
19）RCEP については，石川幸一・清水一史・助川成也編（2022）
『RCEPと東アジア』文眞堂，を参照。
20）国際貿易投資研究所「RCEP がもたらすASEAN を中心
とした貿易・投資への影響調査」研究会（2022 年 12 月 11 日）

での助川成也教授の報告による。
21）大橋英夫（2022）「RCEPと中国」，石川・清水・助川前掲
書所収，70-75 頁。

22）日本経済新聞 5月 23 日付。
23）ISEAS Yusof Ishak Institute （2022), ‘THE STATE OF 
SOUTHEAST ASIA: 2022 SURVEY REPORT’.

付　　表

１．貿易投資協力
①ACFTAの関連協定とくにACFTAアップグレード議定書（ASEAN中国包括的経済協力枠組み協定改定議定書）

の実施強化，②物品貿易，投資，非関税障壁などの分野に関連してACFTA改定議定書の今後の作業計画についての
協議，③貿易，投資，観光振興のためにACFTAを利用するASEANと中国の企業を支援，④中国国際輸入博（CIIE），
中国ASEAN博（CAEXPO），中国ASEANビジネスサミット（CABIS）などの貿易投資促進活動へのビジネス界の
参加支援，⑤ASEAN中国協力ファンド（ACCF），その他の中国のASEANへの贈与を通じた経済技術協力プロジェ
クトの実施促進，⑥ 2020 年の RCEPの調印と早期の実施に向けての協力。

２．金融協力
①ASEAN+3 金融プロセスのビジョンの実施と地域の金融セーフティネットとしての多角化チェンマイ・イニシア
チブ（CMIM）の拡充，地域金融協力の強化拡大，貿易投資決済でのアジア地域通貨の利用，インフラ金融の包括的な
イニシアチブ，金融安定とマクロ経済成長に有意義なマクロ経済面の構造的な課題に取り組む支援ファシリティの設
計，気候変動の影響緩和と適応のための協力，②CMIMの運用と実効性の向上，③ASEAN+3 マクロリサーチオフィ
ス（AMRO）の強化，④アジアインフラ投資銀行（AIIB），アジア開発銀行，世銀グループなど国際金融機関の積極的
な関与，⑤アジア債券市場イニシアチブ（Asian Bond Markets Initiative：ABMI)のアジア地域通貨債券市場の発展
への貢献の支援，⑥ASEAN中国銀行協会とASEAN+3 銀行間協力メカニズムを通じた銀行及び金融セクターの人的
資源開発と能力構築の促進，⑦個人および中小企業の金融サービスへのアクセス改善のためのイニシアチブを通じた持
続的発展のための金融包摂拡大支援。

３．食糧農業協力
①ASEAN中国農業協力の促進，②ASEAN中国食糧農業協力覚書の実施，③ASEAN+3 米備蓄協定（APTERR）

の実施と協力強化，④農業輸出と投資の円滑化，⑤穀物・畜産・林業・漁業協力，⑥科学技術・イノベーション・食糧
安全保障面での協力，⑦違法・無報告・無規制漁業対策。

４．衛生植物検疫（SPS）および貿易の技術的障害協力（TBT）
①ASEAN 中国 FTAの衛生植物検疫，貿易の技術的障害，適合性評価手続き（STRACAP）章の覚書の実施， 

② SPS 協力閣僚会議，STRACAP小委員会などにより SPS，TBT協力を実施。

５．海洋協力
①海洋分野への融資，連結性，科学技術促進と応用，②環境保護協力，ブルーエコノミーパートナーシップの奨励， 
③海洋生物多様性の保護と資源の持続可能な利用の協力を促進。

６．ICT協力
①デジタル協力およびサイバーセキュリティについての政策対話と意見交換，②ASEAN中国デジタル協力年の合
意の実施，③ ICT開発と規制政策，④災害防止と被害の軽減のための緊急通信技術，⑤ネットワークセキュリティ，
⑥AI のような新興技術などの情報交換，⑦ASEAN中国情報通信インフラ連結性改善協力，⑧デジタル経済と技術革
新分野の情報共有と能力構築。

７．科学技術イノベーション（STI）協力
①ASEAN中国科学技術イノベーション協力共同声明の実施，活力のある STI エコシステムの創出，②共同研究や

技術移転など能力構築支援を行う STI 政策枠組みの強化，③女性や青年の STI への関与と貢献の強化を含む人的交流，
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④ STI 企業の育成支援メカニズムの創出，ビジネスの発展のための新たな連携モデル開発。

８．交通協力
①ASEAN中国運輸大臣会議などを通じた政策対話，②ASEAN中国輸送協力のための改定戦略的計画と輸送協力

に関する議定書，ASEAN中国海上輸送協定，ASEAN中国海洋教育訓練開発戦略を実施する共同プロジェクト，③連
結性改善のための海上輸送と港湾開発協力，④航空および海洋探索救援協力，⑤ASEAN中国航空輸送協定と議定書
の拡張，包括的航空協力の強化による自由で互恵的な航空サービス枠組み，⑥人的資源開発。

９．観光協力
①観光協力円滑化とASEAN中国観光大臣会議の創設，②観光に関するASEAN+3 大臣会議による政策対話強化，
③ASEAN中国観光協力共同声明の実施，④観光セクター支援と将来のパンデミック危機への対応のための情報共有
とベストプラクティスの交換協力強化，⑤，旅行の促進とデータおよび旅行統計の情報共有，⑥ASEAN中国センター
の活動を含めASEAN中国間の観光客増大のための合同プロモーションの強化，⑦持続的な観光のための投資，基準，
プログラム推進による質の高い，包摂的，アクセスが容易な観光の開発，⑧ASEAN中国観光フォーラム，中国国際
旅行マートなどへの参加支援，⑨教育訓練機関の間のリンケージ強化，⑩クルーズとヨットによる観光を通じた継ぎ目
のない連結性の促進，⑪観光関連組織への正確かつタイムリーな情報提供を通じた危機コミュニケーション協力の強
化，⑫デジタルツーリズム開発についてのベストプラクティスの共有と交換。

10．エネルギー・鉱物資源協力
①政策対話と情報，ベストプラクティスの共有と交換，②発電，電力貿易統合，再生可能および代替エネルギー，民
生用核エネルギーの平和利用，③新しい再生可能エネルギーと技術の共同研究など，④エネルギー効率化と保存の促進，
⑤鉱物資源探索への積極的な参加と投資，⑥地質学的および鉱業協力，⑦研究開発。

11．税関協力
ASEAN中国関税局長協議など通じたシングルウィンドウを含む税関分野の意見交換の継続。

12．知的財産協力
ASEAN加盟国と中国の知的財産分野の覚書の実施の実施における協力の強化。

13．零細中小企業（MSME）協力
①ASEAN戦略的中小企業開発計画（2016－25）の実施支援（セミナー，能力構築，デジタル経済への参加を含
む），②MSME関連機関とステークホルダーとの政策協議と専門的な知見の交換，③ASEANと中国のMSME支援機
関の連携とMSMEの貿易投資，教育訓練などでの協力，④中国国際中小企業博へのASEAN加盟国の参加奨励および
ASEANと中国の貿易博などへのMSMEの参加支援。

14．生産能力協力
①ASEAN中国生産能力共同声明の実施，②産業高度化による経済開発の促進，③生産能力協力のためのよりよい
ビジネス・投資環境創出のための情報交換，④先進技術，グリーンでクリエイティブな産業における高度化とスタート
アップのための協力，⑤産業間のサプライチェーン・リンケージの促進，⑥主要な技術の交流によるイノベーション協
力の推進。

連結性協力の行動計画
連結性協力については，①能力構築，資源動員，旗艦プロジェクト開発による ASEAN 連結性マスタープラ
ン（MPAC）の実施，② ASEAN 連結性マスタープラン（MPAC）と一帯一路構想（BRI）の相乗効果について
のASEAN中国共同宣言の効果的実施，③鉄道，高速道路，港湾，空港，電力，通信などの分野での連結性促進と
ASEANのインフラプロジェクトの開発，④民間資本の動員と国際金融機関の関与によるASEANにおける革新的な
インフラ資金調達の推進，⑤ASEAN連結性調整員会（ACCC）と中国ASEAN連結性調整委員会の中国作業部会
（CWC-CACCC）などの協議による協力と定期対話が行動計画となっている。

（出所）ASEAN (2020), Plan of Action to Implement the ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2021-
2025).


